
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成18年 5月23日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1778号

１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
平
成
十
八
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
（
四
七
二
・
健
康
推
進
課
）
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
四
七
三
・
湯
沢
保
健
所
）
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
四
七
四
・
湯

沢
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
優
良
図
書
等
の
推
奨
（
四
七
五
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
２

◯
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
四
七
六
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
２

◯
青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
（
四
七
七
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
２

◯
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
承
認
（
四
七
八
・
農
林
政
策
課
）
…
…
３

◯
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
（
四
七
九
・
水
産
漁
港

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
四
八
〇
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
十
八
年
度
調
理
師
試
験
を
実
施
す
る
の

で
、
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

平
成
十
八
年
八
月
二
十
三
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三

時
三
十
分
ま
で

（二）

場
所

（１）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
　
正
庁
　

（２）

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
　
大
会
議

室
（３）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
議
会
棟
　
大
会
議
室

（４）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
二
番
三
号
　
秋
田
県
市
町
村
会
館
　
大
会
議

室

二
　
試
験
科
目

食
文
化
概
論
、
衛
生
法
規
、
公
衆
衛
生
学
、
栄
養
学
、
食
品
学
、
食
品

衛
生
学
及
び
調
理
理
論

三
　
受
験
資
格

平
成
十
八
年
度
調
理
師
試
験
実
施
要
領
に
お
い
て
定
め
る
。

四
　
受
験
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書
　
二
通

（二）

添
付
書
類

（１）

調
理
業
務
従
事
証
明
書
　
二
通

（２）

卒
業
（
修
了
）
証
明
書
又
は
卒
業
証
書
の
写
し
　
二
通

卒
業
（
修
了
）
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
姓
と
現
在
の
姓
が
異

な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
を
二
通
添
付
す
る
こ
と
。

（３）

写
真

受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
脱
帽
で
、
上
半
身
を
正
面
か
ら
撮

影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
　
一

枚
（４）

封
筒
　
二
通（
受
験
票
及
び
試
験
結
果
を
封
書
で
送
付
す
る
た
め
）

封
筒
は
、
他
の
受
験
書
類
と
共
に
配
布
す
る
。
封
筒
に
は
、
郵
便

番
号
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
。
住
所
が
勤
務
先
の
場
合

は
、
勤
務
先
の
名
称
も
付
記
す
る
こ
と
。

五
　
受
験
願
書
用
紙
の
配
布

（一）

期
間
及
び
時
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
六
月
十
二
日
（
月
）

か
ら
同
年
七
月
七
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
、
秋
田
市
保

健
所

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間
及
び
時
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
九
日
（
木
）

か
ら
同
年
七
月
七
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
。
秋
田

市
の
居
住
者
は
秋
田
市
保
健
所
。
ま
た
、
秋
田
県
内
に
住
所
を
有
し
な

い
者
に
あ
っ
て
は
、
秋
田
県
内
の
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
。

秋
田
市
保
健
所
は
除
く
）
と
す
る
。
な
お
、
原
則
と
し
て
郵
送
に
よ
る

提
出
は
認
め
な
い
。

七
　
受
験
手
数
料

（一）

額六
千
百
円

（二）

納
入
方
法

受
験
願
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
八
年
九
月
六
日
（
水
）
午
前
九
時
に
秋
田
県
庁
前
公
告
板
、
各

地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
及
び
秋
田
市
保
健
所
の
掲
示
板
に

合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
試
験
結
果

通
知
書
を
送
付
す
る
。
ま
た
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
美
の
国
あ
き
た
ネ
ッ

ト
」http：

//w
w
w
.pref.akita.lg.jp

「
健
康
・
福
祉
」
に
も
合
格
者
受
験

番
号
を
掲
載
す
る
。

九
　
開
示
請
求
の
受
付

（一）

開
示
内
容

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

（二）

期
間
及
び
時
間

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
九
月
六
日

（
水
）
か
ら
同
年
十
月
五
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で

（三）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
健
康
福
祉
部
健
康
推
進
課

十
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
健
康
福
祉
部
健
康
推
進
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
四
二

三
）
又
は
最
寄
り
の
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
、
秋
田
市
保

健
所

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、次
の
と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、

結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

湯
沢
フ
ァ
ミ
リ
ー

調
剤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

湯
沢
市
千
石
町
四
丁
目
一
―
十

八

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
五

月
一
日
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２

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、

結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書
を

優
良
な
図
書
と
し
て
推
奨
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

図
書

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行

を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

映
画

名
　
　
　
称

湯
沢
フ
ァ
ミ
リ
ー

調
剤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

湯
沢
市
千
石
町
四
丁
目
一
―
一

八

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
五

月
一
日

名
　
　
　
称

有
限
会
社
あ
べ
薬

局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬
音
内
字
中

野
百
七
十
四
―
二

辞
退
年
月
日

平
成
十
八
年
四

月
三
十
日

推
奨
番
号

九

推
　
奨
　
理
　
由

心
理
的
虐
待
を
犯
し
て
き
た
両
親

や
い
じ
め
に
あ
っ
た
子
ど
も
た
ち

が
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
を
通
じ
、

い
く
つ
も
の
殻
を
破
り
な
が
ら
前
向

き
に
生
き
て
い
こ
う
と
変
わ
っ
て
い

く
様
を
描
い
て
お
り
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
を
図
る
う
え
に
お
い
て
有

益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

発
行
所

金
の
星
社

図
書
名

ハ
ッ
ピ
ー

バ
ー
ス
デ

ー

指
定
番
号

一
〇
三
九
四

一
〇
三
九
五

一
〇
三
九
六

一
〇
三
九
七

一
〇
三
九
八

一
〇
三
九
九

一
〇
四
〇
〇

一
〇
四
〇
一

一
〇
四
〇
二

一
〇
四
〇
三

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を

誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
　
行
　
所

三
和
出
版
株
式
会

社宙

出

版

株
式
会
社
竹
書
房

ぶ

ん

か

社

株
式
会
社
竹
書
房

株
式
会
社
海
王
社

ミ
リ
オ
ン
出
版
株

式
会
社

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ア
ッ
ク
ス

鉄

人

社

有
限
会
社
ア
ン

チ
・
メ
デ
ィ
ア

図
　
　
書
　
　
名

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ

ブ
ー
６
月
号

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル
６
月
号

恋
愛
天
国
パ
ラ
ダ
イ
ス
６
月

号無
敵
恋
愛
Ｓ
　
ｇ
ｉ
ｒ
ｌ
６

月
号

月
刊
　
劇
漫
ス
ペ
シ
ャ
ル
６

月
号

艶
剣
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
№
15

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
６
月
号

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
６
月

号裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
６
月
号

遊
名
人
（
Ｙ
Ｕ
Ｍ
Ｅ
Ｉ
Ｊ
Ｉ

Ｎ
）
№
11

六
四
四
四

六
四
四
五

六
四
四
六

六
四
四
七

六
四
四
八

六
四
四
九

六
四
五
〇

六
四
五
一

六
四
五
二

六
四
五
三

六
四
五
四

六
四
五
五

六
四
五
六

六
四
五
七

六
四
五
八

六
四
五
九

六
四
六
〇

六
四
六
一

六
四
六
二

六
四
六
三

六
四
六
四

六
四
六
五

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を

誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ンオ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

ニ
ュ
ー
セ
レ
ク
ト

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
エ

ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン

トオ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

ア
ッ
ト
エ
ン
タ
テ

イ
ン
メ
ン
ト

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

ニ
ュ
ー
セ
レ
ク
ト

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

人
妻
学
芸
員
　
図
書
室
の
痴

態
で
・
・

和
服
近
親
レ
ズ
　
義
母
と
襦

袢
娘

四
十
路
の
奥
さ
ん
　
痴
漢
に

濡
れ
て

全
身
と
小
指

乱
姦
調
教
　
牝
犬
た
ち
の
肉

宴新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
人

妻
学
芸
員
　
図
書
室
の
痴
態

で
・
・
・

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
和

服
近
親
レ
ズ
義
母
と
襦
袢
娘

マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
の
調
教

哲
学

桃
色
仁
義
　
姉
御
の
白
い
肌

裸
の
三
姉
妹
淫
交

先
生
の
奥
さ
ん
　
し
た
が
り

未
亡
人

愛
よ
り
強
く

萌
え
メ
イ
ド
　
未
成
熟
な
ご

奉
仕

熟
妻
交
尾
　
下
心
の
あ
る
老

人新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
先

生
の
奥
さ
ん
し
た
が
り
未
亡

人新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
熟

妻
交
尾
　
下
心
の
あ
る
老
人

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ

マ
マ
ン

弁
護
士
の
秘
書
　
奥
出
し
で

イ
カ
せ
て

母
娘
秘
レ
シ
ピ
　
抜
か
ず
喰

いテ
ィ
ン
ト
・
ブ
ラ
ス
の
白
日

夢淫
絶
！
　
人
妻
を
や
る

昭
和
の
女
　
団
地
に
棲
む
人

指
定
番
号

六
四
四
四

六
四
四
五

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

配
給
元

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

題
　
　
　
　
名

人
妻
学
芸
員
　
図
書
室
の
痴

態
で
・
・

和
服
近
親
レ
ズ
　
義
母
と
襦

袢
娘
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秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
を
承

認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者

あ
き
た
北
農
業
協
同
組
合

二
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

大
館
市
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
の
区
域

三
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業

四
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
を
承
認
し
た
日
　
平
成
十
八
年
五
月
八
日

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

次
の
加
入
区
の
漁
業
区
分
に
係
る
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の

同
意
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

仁
賀
保
加
入
区
　
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ご
ち
網
、
さ
し
網

若
し
く
は
は
え
縄
を
使
用
し
て
又
は
釣
り
に
よ
っ
て
営
む
漁
業
を
主
と
す
る

漁
業

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
六
月
五
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。平

成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
二
ツ
井
町
富
根
土
地
改
良
区

認
可
年
月
日
　
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日

二
　
山
本
郡
市
川
堰
土
地
改
良
区

認
可
年
月
日
　
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地

改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
牧
野
安
全
寺
二
期
地
区
一
般
農
道
整
備
事
業

（
広
域
関
連
）
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

二
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
芝
野
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
担
い
手
育
成
型
・

区
画
整
理
型
）
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

三
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
楢
沢
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
郡
六
郷
町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変

更
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

六
四
六
五

六
四
六
六

六
四
六
七

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

昭
和
の
女
　
団
地
に
棲
む
人

妻
た
ち

俺
た
ち
の
絆

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
昭

和
の
女
　
団
地
に
棲
む
人
妻

た
ち

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路
　
線
　
名

百
三
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
土
沢
三
八
番

二
三
か
ら
五
三
番
五
ま
で
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